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(57)【要約】
【課題】断熱材を任意の厚さに配設することができ、配
設した断熱材部分を損傷させることがなく、当初の設計
どおりの断熱性能を発揮することが可能であると共に、
断熱性能を長期にわたって維持することが可能な建物の
断熱構造を提供する。
【解決手段】外側下地材３２と内側下地材３７を配設し
、外側下地材３２と内側下地材３７との間に断熱材Ｄを
配設する建物の断熱構造１０において、外側下地材３２
と内側下地材３７は、柱Ｈと独立した任意の位置に配設
されていることを特徴とする建物の断熱構造１０である
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外側下地材と内側下地材を配設し、前記外側下地材と前記内側下地材との間に断熱材を
配設する建物の断熱構造において、
　前記外側下地材と前記内側下地材は、柱と独立した任意の位置に配設されていることを
特徴とする建物の断熱構造。
【請求項２】
　前記外側下地材と前記内側下地材の間には中間壁が設けられ、
　前記断熱材が前記外側下地材と前記中間壁との間に配設されていることを特徴とする請
求項１記載の建物の断熱構造。
【請求項３】
　前記内側下地材は、前記中間壁と所要間隔をあけて配設されていて、前記中間壁と前記
内側下地材との間に空気流通層が形成されていることを特徴とする請求項２記載の建物の
断熱構造。
【請求項４】
　前記断熱材と前記空気流通層との間には防湿シートが敷設されていることを特徴とする
請求項３記載の建物の断熱構造。
【請求項５】
　前記空気流通層は、床下部分を起点とし、該空気流通層を流通する空気が建物内で循環
可能に設けられていることを特徴とする請求項３または４記載の建物の断熱構造。
【請求項６】
　前記空気流通層は壁部分のみに形成されていて、当該空気流通層の一端側が床下部分に
、他端側が室内空間にそれぞれ連通していることを特徴とする請求項３または４記載の建
物の断熱構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は建物の断熱構造に関し、より詳細には、断熱効果を大幅に向上させると共に断
熱材を長期にわたって好適に維持することが可能な建物の断熱構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現状における私たちの暮らしは、地球環境に負荷を増やし続けるものになっている。特
に地球の温暖化に関しては、海水面の上昇による土地の水没、動植物の生息帯の変化、近
年例のない巨大ハリケーンの出現等如実なかたちで私たちの暮らしにあらわれはじめてい
る。
　近年、京都議定書が発効し、私たちにはより一層地球環境に配慮した暮らしをすること
が求められている。京都議定書は、二酸化炭素の排出量の規制を行うものであるが、京都
議定書を遵守する際には、産業界のみならず、一般家庭においても二酸化炭素の排出量の
削減に努めなければならない。一般家庭における具体的な対策としては、冷暖房効率のよ
い住宅に居住することが考えられる。このような住宅においては断熱構造の良し悪しが非
常に重要であるといえる。
【０００３】
　従来の木造建築物における一般的な断熱構造は、屋根、壁、床等に空洞部分を設け、空
洞部分に断熱材を充てんすることにより形成されている。具体的には、柱と柱の間にわた
って内壁の下地材と外壁の下地材を取り付けし、内壁の下地材および外壁の下地材の内側
表面に防湿シートを貼り付けした後に防湿シートと柱により囲まれた空間に断熱材を充て
んしたものである。
【０００４】
　建物における断熱性能を向上させる場合には、断熱材を確実に充てんすると共に、断熱
材の充てん状態を長期にわたって好適に維持することが重要である。このような断熱材の
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充てん方法としては例えば、特許文献１に開示されている技術がある。特許文献１記載の
断熱材の充てん方法によれば、断熱材を密な状態で充てんすることができると共に、断熱
材の充てん後に建物に振動が付与されても断熱材の沈み込みを好適に抑えることができる
ため、建物の断熱性能を好適に維持することが可能になっている。
【特許文献１】特開平１１－１６６２７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１記載の断熱材の施工方法によれば、仕切とパネルに仕切られた空間に断熱材
を隙間なく充てんし、振動が付与されても断熱材の充てん状態に変化を生じさせないよう
に施工することが可能であり、良好な断熱構造を維持する上で有用な技術であるとされて
いる。
　しかしながら、特許文献１記載の技術を適用した木造建築物においては、断熱材の充て
んスペースは柱と内外装下地材とで区切られた範囲に限定されてしまうため、断熱材の充
てん厚さの増加には限界があり、必要な断熱材の充てん厚さを確保することができない場
合がある。このような場合、室外側にパネル状に形成された断熱材を追加配設することも
あるが、室外側に配設することができるパネル状断熱材の厚さにも限界があり、依然とし
て十分満足できる断熱構造にすることができないといった課題がある。
【０００６】
　また、特許文献１における施工方法では、室内側のパネルに壁紙等の仕上げ材料が直接
取り付けられる形態になっている。ところで、建物の室内側壁面には電源コンセント等の
設備が配設されることが多い。このような電源コンセント等の設備は、壁の厚さ内に配設
されるものであるため、電源コンセントを壁面に配設する際には充てんされた断熱材をく
りぬく等しなければならない。さらには、断熱材を保護する除湿シートまでもが損傷して
しまう。このように、電源コンセント等の設備を配設する箇所においては、せっかく好条
件で断熱材を充てんしたとしても、断熱性能の低下を避けることができないといった課題
がある。
【０００７】
　そこで、本発明は、建物の断熱効率を高めることにより、二酸化炭素の排出量を大幅に
削減させることが可能であると共に、快適な住環境を提供することができる建物の断熱構
造を提供することを第１の目的にしている。
　また、断熱材を施工した後に電気工事等の設備工事をする場合であっても、断熱材部分
を損傷させることがなく、当初の設計どおりの断熱性能を発揮することが可能であると共
に、断熱性能を長期にわたって維持することが可能な建物の断熱構造を提供することを第
２の目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以上の目的を達成するため本発明は次の構成を有する。
　すなわち本発明は、外側下地材と内側下地材を配設し、前記外側下地材と前記内側下地
材との間に断熱材を配設する建物の断熱構造において、前記外側下地材と前記内側下地材
は、柱と独立した任意の位置に配設されていることを特徴とする建物の断熱構造である。
【０００９】
　また、前記外側下地材と前記内側下地材の間には中間壁が設けられ、前記断熱材が前記
外側下地材と前記中間壁との間に配設されていることを特徴とする。
　これにより、外側下地材と内側下地材の配設位置に制約がある場合であっても、配設す
べき断熱材の厚さを任意の厚さに設定することが可能になる。
【００１０】
　また、前記内側下地材は、前記中間壁と所要間隔をあけて配設されていて、前記中間壁
と前記内側下地材との間に空気流通層が形成されていることを特徴とする。
　これにより、室内空間の断熱性能を大幅に向上させると共に、室内空間の温度調節を容
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易に行うことができるほか、効率的な換気経路としての利用も可能になる。
【００１１】
　また、前記断熱材と前記空気流通層との間には防湿シートが敷設されていることを特徴
とする。
　これにより断熱材のムレを防止するための防湿シートの損傷も防止することができるた
め、ムレによる断熱材の劣化を抑えることが可能になる。
【００１２】
　また、前記空気流通層は、床下部分を起点とし、該空気流通層を流通する空気が建物内
で循環可能に設けられていることを特徴とする。
　また、前記空気流通層は壁部分のみに形成されていて、当該空気流通層の一端側が床下
部分に、他端側が室内空間にそれぞれ連通していることを特徴とする。
　これらにより、空気流通層内を流通する空気を常に循環させることにより、冷気や暖気
の滞留を防止することができる。また、空気流通層に流通させる空気を年間温度が一定し
ている床下部分や太陽熱の蓄熱装置を用いて熱交換させれば、季節に応じて空気流通層に
流通させる空気を好適な条件にすることができる。さらには、新鮮な空気を室内に供給す
ることができ、健康的な生活が可能になる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、断熱材を配設する空間を形成する外側下地材と内側下地材が柱から独
立しているため、任意の位置に任意の幅寸法を有する断熱材配設空間を形成することがで
きる。これにより、断熱材の配設厚さを自由に調整することができる。
　また、断熱材を施工した後における電気工事等を行う場合であっても、断熱材部分には
何らの加工も要しないため、断熱材が欠損してしまうことがなく、当初計画の断熱性能を
確実に発揮することができる。
　さらに、断熱材よりも室内側に空気流通層があるため、室内の温度調節を容易に行うこ
とが可能になる。これにより、従来の断熱構造に比べ、よりレベルの高い地球環境への配
慮と、快適な暮らしの両立が可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明にかかる建物の断熱構造の実施の形態について、図面に基づいて説明する
。
【００１５】
　（第１実施形態）
　図１は、第１実施形態における断熱構造を適用した建物の概略を示す説明図である。図
２は図１中のＡ－Ａ線における断面図である。図３は図１中のＢ－Ｂ線における断面図で
ある。
　本実施の形態における建物１０は、基礎Ｂ、屋根２０、壁体３０、床６０、天井７０を
有する一般的な構成からなるものであるが、壁体３０および天井７０の断熱構造に特徴を
有している。
【００１６】
　まず、壁体３０について説明する。
　本実施の形態における壁体３０は、外壁部３０Ａと内壁部３０Ｂにより構成され、外壁
部３０Ａと内壁部３０Ｂの間には断熱材Ｄが充てんされている。また、外壁部３０Ａと内
壁部３０Ｂのそれぞれには空気流通層５０Ａ、５０Ｂが形成されている。
【００１７】
　外壁部３０Ａは、複数本の柱および間柱Ｈ，ＭＨ，Ｈ，ＭＨ，・・・間にわたって配設
された外装下地材となる外側下地材３２と、外側下地材３２の外表面に所要間隔をあけて
上下方向にわたって固定された桟木Ｓ１，Ｓ１，・・・と、桟木Ｓ１，Ｓ１，・・・に取
り付けられた外装材３３により構成されている。
　内壁部３０Ｂは、外側下地材３２の室内側に所要間隔をあけて並行して配設された内部
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断熱材下地材となる中間壁３５と、中間壁３５を保持するための中間壁用間柱ＣＭＨと、
中間壁３５の室内側表面に貼り付けられた防湿シート３６と、防湿シート３６の表面に所
要間隔をあけて上下方向にわたって中間壁３５に固定された桟木Ｓ２，Ｓ２，・・・と、
桟木Ｓ２，Ｓ２，・・・に取り付けられ、内装下地材となる内側下地材３７と、内側下地
材３７に貼り付けられた内装材３８により構成されている。
【００１８】
　中間壁３５は、柱Ｈ，Ｈ・・・と並行して所要間隔をあけて立設された中間壁用間柱Ｃ
ＭＨに固定されている。中間壁用間柱ＣＭＨは、柱Ｈとは独立して自立し、土台、桁、梁
等に固定されている。中間壁用間柱ＣＭＨの室外側端面位置は、柱Ｈの室内側端面位置よ
りも室内側に位置するように配設されている。このように配設した中間壁用間柱ＣＭＨに
より中間壁３５の配設位置が規定され、壁体３０に配設される断熱材Ｄの壁厚方向におけ
る充てん幅を設定することができる。中間壁３５は柱Ｈとは独立して配設されているため
、任意の位置に配設することができ、断熱材Ｄの充てん厚さを自由に設定することが可能
である。
【００１９】
　外壁部３０Ａにおいては外装材３３と外側下地材３２の間に配設された桟木Ｓ１により
室外側の空気流通層５０Ａが形成されている。また、内壁部３０Ｂにおいては、中間壁３
５と内側下地材３７との間に配設された桟木Ｓ２により室内側の空気流通層５０Ｂが形成
されている。内壁部３０Ｂの空気流通層５０Ｂの下端部は床下空間９０に、上端部は天井
７０に形成された空気流通層８０にそれぞれ連通している。そして外側下地材３２と中間
壁３５の間には断熱材Ｄが充てんされている。したがって壁体３０は、室外側および室内
側の空気流通層５０Ａ，５０Ｂにより断熱材Ｄがサンドイッチされた断熱構造に形成され
ている。これにより、断熱効果をさらに向上させることができる。
　なお、本実施の形態においては、海綿状の断熱材Ｄが用いられている。
【００２０】
　次に天井７０について説明する。
　基本骨組構造の桁Ｋと、断熱材Ｄと、断熱材を保持する断熱材保持部７２と、天井内装
材下地７４と天井内装材７６により構成されている。
　断熱材保持部７２は、桁Ｋに取り付けられた吊り下げ部材（図示せず）に吊り下げられ
た断熱材保持枠材７２ａ，７２ｂと、断熱材保持枠材７２ａ，７２ｂに取り付けられた断
熱材受板７２ｃにより構成されている。断熱材保持枠材７２ａ，７２ｂは格子状に形成さ
れていて、室内側面(下面)に断熱材受板７２ｃが取り付けられている。断熱材受板７２ｃ
の室内側面（下面）には、防湿シート７８が粘着テープ等により取り付けられている。
【００２１】
　断熱材受板７２ｃの上面と桁Ｋの上面の間には断熱材Ｄが充てんされている。断熱材受
板７２ｃの配設位置も自由に設定することができるので、天井７０に配設する断熱材Ｄの
設置厚さも自由に設定することができるのである。なお、断熱材受板７２ｃの上に配設さ
れる断熱材Ｄは、必ずしも本実施の形態における配設厚さに限定されるものではなく、桁
Ｋの上面高さ位置まで断熱材Ｄの配設高さが満たない場合の他、桁Ｋの上面高さ位置より
も上方位置にまで断熱材Ｄが配設される場合もある。また、本実施の形態における天井７
０の断熱材Ｄには海綿状の断熱材Ｄが用いられている。
【００２２】
　防湿シート７８の下面には所要間隔をあけて桟木Ｓ３が取り付けられている。桟木Ｓ３
の下面には天井内装材下地７４が取り付けられ、天井内装材下地７４の下面には天井内装
材７６が取り付けられている。桟木Ｓ３，Ｓ３，・・・と防湿シート７８および天井内装
材下地７４に囲まれた空間は空気流通層８０となり、空気流通層８０の両端部は壁体３０
に形成された室内側の空気流通層５０Ｂにそれぞれ連通している。
【００２３】
　このように、壁体３０の室内側空気流通層５０Ｂと天井７０の空気流通層８０とを互い
に連通させることにより、居住空間を空気流通層５０Ｂ，８０により覆った状態にするこ
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とができる。床下空間９０を半地下構造にしておけば、空気流通層５０Ｂ，８０に流通さ
せる空気を床下空間９０で温度調整することができる。これにより夏には冷却した空気を
得ることができる。さらに、床下空間９０に太陽熱を熱源とする蓄熱装置を配設しておけ
ば、冬には加熱した空気を空気流通層５０Ｂ，８０に流通させることができ、四季を通じ
て快適な温度設定が可能になる。
【００２４】
　さらにまた、床下空間９０に空調装置を配設すれば、さらにきめ細かく居住空間内の温
度調整を行うことができるためより好適である。
　これらの構造を採用する場合には、床下空間９０の温度を外気温度と絶縁するために基
礎Ｂの外表面または内表面のいずれか一方または両方に断熱材Ｄ２を配設しておくことが
好ましい。
【００２５】
　また、壁体３０および天井７０には、断熱材Ｄよりも室内側に空気流通層５０Ｂ，８０
が形成されているので、電気工事や配管工事等の設備工事を行う際に、空気流通層５０Ｂ
，８０を配管・配線（またはいずれか一方の）スペースとして使用することができる。こ
れにより、壁体３０および天井７０に配設した断熱材Ｄを欠損させることがなくなると共
に、断熱材Ｄを保護する防湿シート３６，７８を損傷させることもなくなるので、断熱性
能は当初の施工状態を維持することができる。
【００２６】
　（第２実施形態）
　図４は、第２実施形態における建物の断熱構造の壁体部と天井の接続部分の構造説明図
である。
　本実施の形態は、天井７０に空気流通層を形成しない形態である。壁体３０には、第１
実施形態と同様に空気流通層５０Ａ，５０Ｂが形成されていて、室内側の空気流通層５０
Ｂの下端部は床下空間９０に連通している。
　室内側空気流通層５０Ｂの上端部は、天井７０と接続されず、室内空間に開放している
。床下空間９０から室内側空気流通層５０Ｂを流通した空気は、壁体３０の室内側上端部
から室内空間に流入することになる。このような形態にすることで、室内空間の空気を直
接的に温度調整することができるため、温度調整をきわめて迅速に行うことができる。
【００２７】
　（第３実施形態）
　図５は、第３実施形態における建物の断熱構造のうち天井を居住空間側から見上げた図
である。
　本実施の形態における天井７０は、天井内装材下地７４の構造に特徴がある。具体的に
は、断熱材受板７２ｃの室内側面に複数個の枠構造体７４ａを形成し、各々の枠構造体７
４ａをマトリクス状に配設することにより天井内装材下地７４を形成している。このよう
な天井内装材下地７４に天井内装材７６を取り付ければ、天井７０に形成される空気流通
層８０は縦方向および横方向に形成され、天井７０の端辺に接続するすべての壁体３０の
室内側空気流通層５０Ｂに連通させることができる。これにより、空気流通層５０Ｂ，８
０に流通させる空気量を大幅に増やすことができ、室内空間の温度調整を容易に行うこと
が可能になる。
　なお、枠構造体７４ａは断熱材受板７２ｃに予め取り付けておくことが好ましい。
【００２８】
　（第４実施形態）
　図６は、第４実施形態における断熱構造を適用した建物の概略を示す説明図である。
　本実施形態は、太陽熱を熱源とする太陽熱利用装置２２を用い、空気流通層５０Ｂ，８
０に流通させる空気を加熱することを特徴としている。本実施の形態においては、建物の
断熱効果をさらに高めるため、外断熱材Ｄ３が配設されている。外断熱材Ｄ３にはパネル
状の断熱材が好適に用いられる。いわゆる屋根裏部分に配設された太陽熱利用装置２２に
より熱交換された空気は、壁面３０の空気流通層５０Ｂ内に配設された加熱空気流通管２
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４内を通って床下空間９０に供給される。なお、外断熱材Ｄ３は配設しなくてもよい場合
がある。
【００２９】
　本実施の形態によれば、屋根裏部分で太陽熱利用装置２２によりあたためられた空気は
、加熱空気流通管２４内を通って床下空間９０に供給された後、加熱空気の上昇により床
面６０、壁面３０、天井７０部分にそれぞれ形成された空気流通層を通って、居住空間の
温度調節を行った後、再び太陽熱利用装置２２によりあたためられ、この経路を循環する
。このように、地球環境へ与える負荷がゼロである太陽熱を効率的に利用することができ
るため、本発明に係る断熱構造１０とあいまって地球環境に負荷を与えることなく、快適
な居住空間を提供することができる。
　なお、図示しないが、加熱空気流通管２４の外周面には断熱材を配設しておくことが好
ましい。さらに、太陽熱利用装置２２または加熱空気流通管２４の経路内に送風ファンを
配設しておけば、空気流通層内の空気が淀みなく流通するので、効率的に空気をあたため
ることが可能になる。
【００３０】
　（第５実施形態）
　本実施の形態は、図７に示すように室外から新鮮空気を取り込み、空気流通層５０Ｂ，
８０に流通させる形態である。本実施の形態は、第２実施形態の変形例ともいえる。
　本実施形態においては、屋根２０と天井の間の空間に熱交換器１００を配設し、室外空
気取込管１０２から取り込んだ外気を熱交換器１００で温度調整した後、一旦床下空間９
０に流入させ、床下空間９０から床面６０および壁面の空気流通層（５０Ｂ）に流通させ
るものである。空気流通層５０Ｂに供給された空気は、室内流入用連通部１０６から居住
空間に流入した後、室外排出用連通部１０８から室内空気が排出し、室内空気排出管１０
４を通じて室外に排出されるものである。
【００３１】
　本実施の形態においては、熱交換器１００として熱交換型の換気扇が用いられている。
熱交換器１００は、室外排出用連通部１０８から取り込んだ温かい（または冷たい）室内
空気の熱を利用して、室外空気取込管１０２により取り込まれた室外空気を温めた（また
は冷ました）後に室内流入用連通部１０６から居住空間に供給することができる。
　本実施形態によれば、常に居住空間の室温に近い状態となるように温度調節された新鮮
な空気を居住空間に取り込むことができるため好都合である。
【００３２】
　また、熱交換器１００は、熱交換型換気扇のみに限定されるものではなく、例えば図６
に示したような太陽熱を熱源とするものの他に、化石燃料を用いた熱交換器１００であっ
てもよい。化石燃料を用いる熱交換器１００の場合には、図７に示す配設位置よりも床下
空間に配設する方が燃料消費により得られる発熱を効率よく利用することができるためよ
り好都合である。
【００３３】
　（第６実施形態）
　図８は第６実施形態における断熱構造を適用した建物の概略を示す説明図である。
　本実施形態における建物の断熱構造１０は、居住空間における暖房として、太陽熱シス
テムを利用した一例を示す。本実施の形態においては、断熱材Ｄにより、居住空間および
天井部分を覆うようにして、外部との温度の遮断をしている。
　屋根２０に配設された太陽熱集熱部２００と、床下空間９０に配設された放熱部２１０
と給湯部２２０の間には、それぞれに熱媒体（例えば不凍液）を循環させるためのパイプ
ラインＰが配設されている。
【００３４】
　太陽熱集熱部２００において加熱された不凍液は、パイプラインＰを通じて床下空間９
０の放熱部２１０に送られる。不凍液は放熱部２１０を通過することにより不凍液に蓄え
た熱を床下空間９０に放出する。床下空間９０において放出された熱は床下空間９０の空
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気を加熱し、上昇気流を生じさせ、空気流通層５０Ｂ，８０内を流通し、居住空間内の温
度調節を行うのである。
【００３５】
　また、図８に示すように、床下空間９０の内表面部分をコンクリートＢＣにすれば、コ
ンクリートＢＣの蓄熱作用を利用することができ、床下空間９０全体の温度を加熱するこ
とができる。また、太陽熱が十分得られる間に蓄熱しておけば、太陽熱が得られ難い状態
になった際であってもコンクリートＢＣに蓄えた熱が放出されるので、放出熱量のバッフ
ァとして機能させることもできるため好都合である。
【００３６】
　さらには、放熱部２１０と給湯部２２０の間には切替弁（図示せず）が配設されていて
、不凍液が給湯部２２０にも流通可能になっている。切替弁は制御手段により開閉動作が
制御されている。制御手段は、室外温度の他、室外温度と室内温度の温度差などの温度条
件に応じて切替弁の開閉動作（切替弁のオンオフまたは切替弁の開度）を制御している。
制御手段が切替弁を開くと給湯部２２０に不凍液が流入し、不凍液に蓄えられた熱を給湯
部２２０の熱源として利用することもできる。本実施の形態においては、太陽熱を用いた
暖房・給湯の一方または両方を適切に利用することができる。
　このように、本実施の形態においては、無償の無限エネルギである太陽熱を利用した暖
房および給湯設備を構築することができる。
【００３７】
　以上に、本発明にかかる建物の断熱構造について実施の形態に基づいて詳細に説明して
きたが、本発明は、以上の実施の形態に限定されるものではなく、発明の主旨を逸脱しな
い範囲において各種の変更を行ったとしても本発明の技術的範囲に属することはもちろん
である。
　例えば、断熱材Ｄを保護するための防湿シート３６，７８は、中間壁３５または断熱材
受板７２ｃにおいて、直接断熱材Ｄに接するように配設する形態の他、直接断熱材Ｄと接
しないように中間壁３５または断熱材受板７２ｃの室内側に配設する形態のいずれの形態
であってもよい。また、断熱材Ｄの配設厚さが十分に厚い場合には、防湿シート３６，７
８は配設しなくても済むことがある。
【００３８】
　また、以上に説明した実施形態においては、壁体３０には必ず室内側に空気流通層５０
Ｂが形成されているが、室内側の空気流通層５０Ｂは必ずしも形成しなくても良い。室内
側の空気流通層５０Ｂを形成しない場合には、中間壁３５が不要になり、中間壁用間柱Ｃ
ＭＨに直接内側下地材３７を取り付ければよい。この場合、電気工事等の設備工事を行う
ためのスペースがなくなってしまうが、当初に配設する断熱材Ｄの充てん厚さを、設備工
事により欠損してしまう断熱材Ｄの厚さ分だけ予め上乗せしておくと共に、防湿シート３
６の養生を確実に行うことにより当初課題に対応することができる。
【００３９】
　また、以上の実施の形態においては、断熱材配設空間を形成する外側下地材３２と内側
下地材３７は、いわゆる内断熱構造となるようにそれぞれ配設されているが、外側下地材
３２および内側下地材３７を柱Ｈの位置よりも室外側に配設し、いわゆる外断熱構造にす
ることもできる。これによれば、外断熱構造であっても、断熱材の配設厚さを任意の厚さ
に設定することができるため好適である。
　さらには、外断熱構造を採用する際においても海綿状の断熱材を用いることができるの
で、断熱材の設置厚さを大幅に増やすことができ、断熱性能を大幅に向上させることがで
きる。
【００４０】
　以上に説明した実施形態の他、上記実施形態のすべてを組み合わせた形態としてもよい
ことは云うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
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【図１】第１実施形態における断熱構造を適用した建物の概略を示す説明図である。
【図２】図１中のＡ－Ａ線における断面図である。
【図３】図１中のＢ－Ｂ線における断面図である。
【図４】第２実施形態における建物の断熱構造の壁体部と天井の接続部分の構造説明図で
ある。
【図５】第３実施形態における建物の断熱構造のうち天井を居住空間側から見上げた図で
ある。
【図６】第４実施形態における断熱構造を適用した建物の概略を示す説明図である。
【図７】第５実施形態における断熱構造を適用した建物の概略を示す説明図である。
【図８】第６実施形態における断熱構造を適用した建物の概略を示す説明図である。
【符号の説明】
【００４２】
１０　建物
２０　屋根
２２　太陽熱利用装置
２４　加熱空気流通管
３０　壁体
３０Ａ　外壁部
３０Ｂ　内壁部
３２　外側下地材（外装下地材）
３３　外装材
３５　中間壁（内部断熱下地材）
３６，７８　防湿シート
３７　内側下地材（内装下地材）
３８　内装材
５０Ａ，５０Ｂ，８０　空気流通層
６０　床
７０　天井
７２　断熱材保持部
７４　天井内装材下地
７６　天井内装材
９０　床下空間
１００　熱交換器
１０２　室外空気取込管
１０４　室内空気排出管
１０６　室内流入用連通部
１０８　室外流出用連通部
２００　太陽熱集熱部
２１０　放熱部
２２０　給湯部
Ｂ　基礎
ＢＣ　コンクリート
Ｃ　被覆材
Ｄ，Ｄ２，Ｄ３　断熱材
Ｈ　柱
Ｋ　桁
ＭＨ　間柱
Ｐ　パイプライン
Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３　桟木
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